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「岡三オンライン株 365取引ルール」新旧対照表   （2022年 2月 28日改正）  

下線を付した部分が改正点となります。 

新 旧 

３．取扱商品 

（１）取引概要 

名称(注1) NASDAQ-100リセット付証拠金取引 

原資産 NASDAQ-100 Index 

リセット日(注2) 12月第3金曜日の翌取引日 

取引最終日 12月第3金曜日の前取引日 

取引開始日 9月第2金曜日の翌取引日 

リセット値 
NASDAQ-100先物の最終清算数値の 

小数点以下を四捨五入した数値 

取引単位 NASDAQ-100×10円 

呼び値の単位 1ポイント 

最小変動幅 10円 

基準価格に対する注文入力可能値幅 

（誤入力防止のための超過制限幅） 

買指値／売トリガ 

基準価格＋1,000ポイント 

基準価格に対する注文入力可能値幅 

（誤入力防止のための超過制限幅） 

売指値／買トリガ 

基準価格－1,000ポイント 

1注文あたりの発注上限枚数 2,000枚 

（２）制限値幅 

「日経225リセット付証拠金取引」、「ＮＹダウリセット付証拠金取引」及び「NASDAQ-100リセット

付証拠金取引」は、東京金融取引所において１日の価格の変動幅を上下一定の範囲に制限す

る制限値幅が設定されております。 
 

東京金融取引所が設定している制限値幅の範囲は次のとおりです。 

・ＮＹダウリセット付証拠金取引及び NASDAQ-100リセット付証拠金取引 

（現行どおり） 

（３）取引時間 

・日経225リセット付証拠金取引、ＮＹダウリセット付証拠金取引及び NASDAQ-100リセット付証

拠金取引 

（現行どおり） 
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（２）制限値幅 

「日経225リセット付証拠金取引」及び「ＮＹダウリセット付証拠金取引」は、東京金融取引所にお

いて１日の価格の変動幅を上下一定の範囲に制限する制限値幅が設定されております。 

 
 

東京金融取引所が設定している制限値幅の範囲は次のとおりです。 

・ＮＹダウリセット付証拠金取引 

（表省略） 

（３）取引時間 

・日経225リセット付証拠金取引及びＮＹダウリセット付証拠金取引 
 

（表省略） 
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新 旧 

※ 取引開始前の10分間は、プレオープン時間帯です。但し、日経225リセット付証拠金取引の

週初及びＮＹダウリセット付証拠金取引、NASDAQ-100リセット付証拠金取引、金 ETF リセッ

ト付証拠金取引及び原油ETFリセット付証拠金取引の月曜日は、取引開始前の30分間をプ

レオープン時間帯とします。 

（４）休業日 

NASDAQ-100リセット付証拠金取引 

土曜日、日曜日、NASDAQ-100を原資産とする先物が取引さ

れる取引所（米国に所在するもの）の休業日及び取引最終日と

リセット日の間の日 

 

10．金利相当額 

同一取引日中において決済されなかった建玉は翌取引日にロールオーバーされますが、当該ロ

ールオーバーがされた場合、金利相当額が発生します（リセット日には金利相当額は発生しませ

ん。）。金利相当額は、取引日での決済日を起点に、翌取引日での決済日を終点とし、その間で

の繰延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受取ることとなります。

なお、金利相当額算出のために用いる金利は、次のとおりです。 

NASDAQ-100リセット付証拠金取引 
外貨金利（対象とする金融指標を原資産とする先物取引

の価格を基に東京金融取引所が算出する金利） 
 

※ 取引開始前の10分間は、プレオープン時間帯です。但し、日経225リセット付証拠金取引の

週初及びＮＹダウリセット付証拠金取引、金 ETF リセット付証拠金取引及び原油 ETF リセッ

ト付証拠金取引の月曜日は、取引開始前の30分間をプレオープン時間帯とします。 
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10．金利相当額 

同一取引日中において決済されなかった建玉は翌取引日にロールオーバーされますが、当該ロ

ールオーバーがされた場合、金利相当額が発生します（リセット日には金利相当額は発生しませ

ん。）。金利相当額は、取引日での決済日を起点に、翌取引日での決済日を終点とし、その間で

の繰延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受取ることとなります。

なお、金利相当額算出のために用いる金利は、次のとおりです。 
 

（新  設） 

 

以  上 


